
（様式－１）

（平成２９年４月１日作成）

建設局公園緑地部公園課霊園担当　電話４１－３５１

《事務処理フロー図》 《事務処理フロー図の説明》
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提出された申請書に記入漏れがないか審査しま
す。

作成部署

実質審査
提出された申請書に記入漏れがないか、添付書類
がそろっているかどうかを審査します。

1 形式審査

2

事務名 使用者の地位の承継許可

申
請
者

7 通知
申請者に承継許可の通知を行います。

標準処理期間　　計

6
提出された申請書が審査基準を満たしているかど
うかを審査します。許可の可否について知事が決
定します。

5

実施審査
及び事案
決定手続

提出された申請書に基づき、現地を調査し、台帳を
精査します。

承継許可の可否について各霊園管理事務所長が
決定します。

書類確認
各霊園の書類のとりまとめ・システム情報との照
合・修正を行います。

4

3

決定手続

現地調査
及び
台帳精査

申請

形式審査

実質審査

現地調査及び台帳作成

決定手続

実質審査及び事案決定手続

通知
窓
口
受
付

霊園管理事務所
・多磨
・八柱

・小平
・青山
・雑司ケ谷

・谷中
・染井
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書類の確認
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送付

１日


